
アジア
50%

日本
19%

広域・その他
17%

アフリカ 3%

ラテンアメリカ 5%

大洋州 6%

図表１ これまでの支援事業の地域別
割合（支援額）

図表２ 2023年度から始めた助成プログラム

メコン川下流および周辺流域での絶滅危惧魚類保全の様子

助成メニュー はじめて助成
後発開発途上
国のNGOを対
象とした助成

標準事業助成 協働事業助成

目的概要 生物多様性保全の担い手の裾野
拡大（申請・報告は可能な限り
簡素化）

これまでの助成方
式・規模を踏襲し、
初期段階や、新たな
チャレンジを含める

行政や地域社会、企
業等とも連携した、
他の団体の範となる
取り組み

主な団体要件 これまでに経団
連自然保護基金
からの助成実績
がない団体

草の根の団体
（現地籍）

法人格や社会的信頼
のある任意団体、3
年以上の自然保護活
動実績がある団体

複数団体による協働
実施プロジェクト。
加えて左記要件

活動地域 海外・日本国内 海外 海外・日本国内 海外

年間助成額 100万円以下 1000万円以下 2000万円以下

助成期間 単年度助成、3年まで継続申請
可

単年度助成、3年ま
で継続申請可

3年間のプロジェク
トに支援＊＊

＊＊ただし、運営委員会で継続が不適当と判断された場合は助成を止めることもある

多
様
性
保
全
に
取
り
組
む
Ｎ
Ｇ
Ｏ
へ
の
支
援
を
行
う

こ
と
の
重
要
性
は
、
経
済
界
の
中
で
も
高
い
レ
ベ
ル

で
定
着
し
て
い
る
と
い
え
る
。

こ
う
し
た
状
況
の
も
と
、
基
金
は
２
０
２
２
年
３

月
、「
２
０
２
３
年
度
以
降
に
支
援
す
る
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
は
、
生
物
多
様
性
に
関
す
る
新
た
な
世
界
目
標

（
Ｇ
Ｂ
Ｆ
）の
実
現
に
資
す
る
も
の
を
対
象
に
す
る
」

と
い
う
助
成
方
針
を
打
ち
出
し
た
。
こ
れ
は
、
２
０

２
２
年
12
月
に
開
催
さ
れ
た
生
物
多
様
性
条
約
第
15

回
締
約
国
会
議（
Ｃ
Ｏ
Ｐ＊

15
）に
お
い
て
、「
昆
明
・

モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
生
物
多
様
性
枠
組（
Ｇ
Ｂ
Ｆ
）」
が

採
択
さ
れ
る
こ
と
を
見
据
え
て
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

新
た
な
具
体
的
取
り
組
み
は
次
の
２
点
で
あ
る
。

助
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
刷
新

第
１
は
、
基
金
の
助
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
刷
新
で
あ

る
。
助
成
対
象
を
、
①
生
物
多
様
性
の
保
全
に
関
わ

る
取
り
組
み
、
②
生
物
多
様
性
の
保
全
に
資
す
る
社

会
課
題
解
決
や
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
実
現
に
貢
献
す
る
取
り
組

み
、
③
人
材
育
成
へ
の
取
り
組
み
─
と
し
た
う
え

で
、
助
成
メ
ニ
ュ
ー
を
「
は
じ
め
て
助
成
」「
後
発

開
発
途
上
国
Ｎ
Ｇ
Ｏ
助
成
」「
標
準
事
業
助
成
」「
協

働
事
業
助
成
」
の
４
類
型
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的

と
助
成
対
象
と
な
る
団
体
の
要
件
、
活
動
地
域
、
年

間
助
成
額
の
上
限
を
設
定
し
た（
図
表
２
）。
ま
た
、

助
成
対
象
の
選
考
に
携
わ
る
運
営
委
員
会
の
委
員
に
、

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に
関
す
る
有
識
者
に
も
加
わ
っ
て
い
た
だ

い
た
。
新
た
な
助
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
基
づ
く
助
成
は

２
０
２
３
年
度
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、
助
成
先
の
Ｎ

Ｇ
Ｏ
か
ら
活
動
報
告
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
段
階
で
あ

る
。

Ｓ
Ａ
Ｔ
Ｏ
Ｙ
Ａ
Ｍ
Ａ
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ

推
進
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
支
援

第
２
は
、
国
連
開
発
計
画（
Ｕ
Ｎ
Ｄ
Ｐ
）が
実
施
す

る
「
Ｓ
Ａ
Ｔ
Ｏ
Ｙ
Ａ
Ｍ
Ａ
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
推
進
プ

ロ
グ
ラ
ム（
Ｃ
Ｏ
Ｍ
Ｄ
Ｅ
Ｋ
Ｓ＊

）」
へ
の
支
援
で
あ
る
。

こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
途
上
国
の
生
物
多
様
性
保
全

に
お
い
て
、
日
本
の
「
里
山
・
里
海
」
の
よ
う
に
、

人
間
が
地
域
の
自
然
資
源
を
暮
ら
し
や
農
林
漁
業
等

の
生
産
活
動
に
利
用
し
な
が
ら
自
然
と
良
好
な
関
係

の
も
と
に
共
生
し
て
い
く
現
地
活
動
を
支
援
す
る
も

の
で
あ
る
。
Ｕ
Ｎ
Ｄ
Ｐ
の
ほ
か
生
物
多
様
性
条
約

（
Ｃ
Ｂ
Ｄ
）事
務
局
、

国
連
大
学
、
環
境
省

等
と
も
連
携
し
て
効

果
的
な
支
援
を
目
指

し
て
い
る
。
基
金
は

２
０
２
３
～
２
０
２

８
年
の
６
カ
年
で
総

額
３
億
円
の
支
援
を

予
定
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
基
金
に

よ
る
二
つ
の
新
た
な

取
り
組
み
が
、
国
内

外
に
お
け
る
自
然
保

護
・
生
物
多
様
性
保

全
に
向
け
た
各
現
場

で
の
活
動
へ
の
後
押

し
と
な
り
、
保
護
地

域
お
よ
び
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｍ＊

に
よ
る
30
by
30
目
＊

標

や
自
然
を
活
用
し
た
解
決
策（
Ｎ
ｂ
Ｓ＊

）な
ど
、
Ｇ
Ｂ

Ｆ
に
盛
り
込
ま
れ
た
各
目
標
の
効
果
的
な
実
施
、
そ

し
て
生
物
多
様
性
の
損
失
を
止
め
る
だ
け
で
な
く
流

れ
を
逆
転
さ
せ
て
回
復
の
軌
道
に
乗
せ
る
ネ
イ
チ
ャ

ー
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
の
実
現
に
貢
献
し
て
い
く
よ
う
期
待

し
て
い
る
。

企
業
と
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
の
交
流
促
進
に
よ
る

効
果
的
な
取
り
組
み
を

最
後
に
、
企
業
と
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
の
交
流
促
進
の
意
義

に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
き
た
い
。協
議
会
は
、企
業
が

自
然
保
護
や
生
物
多
様
性
保
全
の
活
動
を
行
う
際
に

は
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
関
係
者
と
の

連
携
が
重
要
と
の
考
え
方
に
立
ち
、
関
係
者
が
直
接

対
話
す
る
場
と
し
て
「
企
業
と
Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
と
の
交
流

会
」や「
Ｎ
Ｇ
Ｏ
活
動
成
果
報
告
会
」と
い
っ
た
機
会
を

設
け
て
い
る
。
基
金
を
通
じ
て
支
援
し
た
国
内
外
の

活
動
現
場
の
視
察
も
行
っ
て
お
り
、
コ
ロ
ナ
禍
を
経

て
、２
０
２
３
年
度
か
ら
は
海
外
視
察
を
再
開
し
て

い
る
。
現
地
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
地
域
住
民
と
の
交
流
に
加
え

て
訪
問
国
の
政
府
や
国
際
機
関
等
と
意
見
交
換
を
行

う
こ
と
は
、日
本
の
経
済
界
に
よ
る
自
然
保
護・生
物

多
様
性
分
野
で
の
国
際
的
な
貢
献
を
知
っ
て
も
ら
い
、

相
互
理
解
を
深
め
る
う
え
で
も
大
変
有
効
で
あ
る
。

基
金
が
、
引
き
続
き
協
議
会
と
の
連
携
の
も
と
、

２
０
３
０
年
ネ
イ
チ
ャ
ー
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
向
け
て
重

要
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
努
め
て
い
く
所
存
で
あ
る
。

経
団
連
会
員
企
業
の
皆
さ
ま
方
か
ら
の
ご
寄
付
に
心

よ
り
お
礼
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
今
後
の
活
動
に

も
大
い
に
期
待
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

＊
は
本
誌
11
ペ
ー
ジ
「
頻
出
用
語
一
覧
」
を
参
照

経
団
連
自
然
保
護
基
金（
以
下
、
基
金
）は
、
リ
オ

デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
で
国
連
環
境
開
発
会
議（
地
球
サ
ミ

ッ
ト
）が
開
催
さ
れ
た
年
と
同
じ
１
９
９
２
年
の
９

月
に
、「
経
団
連
地
球
環
境
憲
章（

注
）」の
考
え
を
自
然
保

護
分
野
で
実
践
す
る
た
め
「
経
団
連
自
然
保
護
協
議

会
」（
以
下
、協
議
会
）と
共
に
設
立
さ
れ
た
。
そ
の
主

な
目
的
は
、
途
上
国
の
自
然
保
護
で
重
要
な
役
割
を

果
た
し
て
い
る
環
境
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
の
協
力
を
進
め
る
こ

と
で
、日
本
の
経
済
界
が
資
金・人
材
の
両
面
で
環
境

Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
活
動
を
支
援
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

以
来
30
年
以
上
に
わ
た
り
、
経
団
連
の
全
法
人
会

員
等
に
対
し
て
寄
付
を
呼
び
か
け
、
い
た
だ
い
た
寄

付
金
は
、
基
金
の
運
営
委
員
会
に
お
け
る
助
成
選
考

審
査
を
経
て
、国
内
外
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
行
う
自
然
保
護
・

生
物
多
様
性
保
全
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
対
す
る
資
金
支

援
の
た
め
に
拠
出
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
累
計
支

援
金
額
は
約
50
億
円
、
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
数
は
約

１
７
０
０
件
に
上
り
、
地
域
別
で
は
ア
ジ
ア
が
50
％
、

国
内
が
19
％
と
な
っ
て
い
る（
図
表
１
）。
基
金
へ
の

寄
付
額
は
、
直
近
４
カ
年
で
増
加
傾
向
に
あ
り
、
２

０
１
９
年
度
の
１
億
７
２
０
０
万
円
か
ら
２
０
２
２

年
度
に
は
１
億
９
３
０
０
万
円
と
な
っ
て
い
る
。

昆
明
・
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル

生
物
多
様
性
枠
組（
Ｇ
Ｂ
Ｆ＊
）へ
の
貢
献

自
然
保
護
・
生
物
多
様
性
保
全
に
関
わ
る
課
題
は

地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に

根
差
し
た
Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
よ
る
現
場
レ
ベ
ル
で
の
実
践
活

動
を
支
援
す
る
こ
と
は
、
経
団
連
に
よ
る
自
然
保

護
・
生
物
多
様
性
保
全
の
取
り
組
み
の
大
き
な
柱
の

一
つ
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
基
金
の
実
績
が

示
す
通
り
、
経
団
連
会
員
企
業
が
自
然
保
護
・
生
物

解説

経団連自然保護基金の概要と
新たな取り組み

渡
わたなべ
辺綱

つなお
男経団連自然保護基金運営委員長

（注）経団連地球環境憲章：
https://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/1991/008.html
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全地球的規模で環境保全が達成される未来社会の実現を目指す

1991年、就任されたばかりの平岩外四会長（当時）から、翌年の地球サミットに照準を合わせ、環
境問題に対する日本経済界の考え方をまとめるよう経団連事務局に指示が下りた。そこで専門の部
会が設置されて集中討議が行われ、同年４月に「経団連地球環境憲章」として、理念および具体
的な行動指針が策定された。続いて1992年の４～５月には、同憲章の具体化の一環として、経団連
自然保護基金の設立構想の公表、運営協議会の設立などが進んだ。
私は、同憲章の策定から基金設立に関わる一連の動きの中で、事務方を務めていた。当時の経

済界の環境問題に対する課題認識は、大気汚染や水質汚染といった産業公害の防止や産業廃棄物
問題への対応、リサイクルなどの国内問題が中心であり、自然保護ましてや生物多様性への意識は
低く、「全地球的規模で環境保全が達成される未来社会の実現」とそのための企業行動のあり方と
いう視座も未成熟であった。また、日本では、生物多様性の保全という観点から自然保護活動に取
り組んでいる団体も少なく、米国の自然保護協会（TNC）やコンサベーション・インターナショナル
（CI）に調査団を派遣し（私もその一員として参加したが）、米国における自然保護活動の実態や組織
運営に関わるノウハウなどを実地で学ぶことからスタートした。

米国の自然保護団体から活動ノウハウを学ぶ

この過程で感じた日本と米国との大きな違いは、環境分野における自然保護活動の位置付けの
高さであった。米国では、公害やCO2削減は今後の技術革新によって解決を図ることができるが、
生物多様性の喪失、種の絶滅は取り返しがつかない、だからこそ対策が最重要なのだ、という認
識が浸透していたのが印象的であった。話はそれるが、米国のNGO職員の社会的地位や処遇の高
さにも驚いた。
米国調査の成果も踏まえ、1992年９月に経団連自然保護基金および同運営協議会が発足した。

初代会長には安田火災海上保険（現 損害保険ジャパン）の後藤康男社長（当時）を迎えた。後藤氏の
リーダーシップがいかんなく発揮されたことが、その後の基金活動の発展につながったと考えてい
る。設立当初は、毎年１億円規模の支援が継続可能かという不安もあったが、これまで30年にわた
り継続できたことは各企業のご理解のたまものであると思う。環境省とも、今では協調的な関係が
築けている。
30年にわたる基金および経団連自然保護協議会の活動の蓄積は、現在の GX、サーキュラーエコ

ノミー（CE）、ネイチャーポジティブ（NP）の三位一体による取り組みへと結実している。1990年代
当初の経団連首脳陣の先見性に敬意を表するとともに、支援を続けてくれた経団連ならびに経団連
自然保護協議会の会員各社に対し、あらためてお礼を申し上げたい。

経団連自然保護基金の設立時を
振り返って

経団連副会長・事務総長

久
くぼた

保田政
まさかず

一

342024・5


